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新型コロナウイルス感染症に伴う金融上の措置について（要請） 

新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、保険契約者又は保険会社等の事情

等により、保険契約者と対面での保険契約の締結手続きが困難な事案が生じること

も想定される。

 保険会社等においては、当該事案が生じた場合の保険代理店に対する適切な支援

を行うとともに、顧客保護の観点から、保険契約の円滑な継続等に支障を来さない

よう、保険会社等に対し、下記事項について、保険契約者の状況等を踏まえつつ必

要に応じて対応するよう要請する。

記

（１）保険料の払込及び保険契約の更新については、猶予期間を設ける等適宜の措

置を講ずること。

（２）（１）にかかる措置について店舗にて店頭掲示等を行うとともに、可能な限り

保険契約者等に対し広く周知するよう努めること。

（３）窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、速

やかにポスターの店舗掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞や

インターネットのホームページ等に掲載し、顧客に周知徹底すること。

また、新型コロナウイルス感染症に係る金融庁のこれまでの要請についても、

引き続きお願いしたい。

（以上）


